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十日町地区景観・まちづくり協議会

令和２年３月１１日（水）午後７時より中部地区公民館において、十日町
地区景観・まちづくり協議会主催の「十日町地区景観ガイドライン（案）に
関する住民説明会」を開催しました。

十日町地区景観ガイドライン（案）に関する住民説明会について

令和２年４月：幹事会
５月：理事会（総会）及びガイドライン運用開始
５月：ガイドラインを基に花いっぱい運動を実施

５月３１日：いろは市春の陣
６月：ガイドラインを各家庭に配布

※ガイドライン自体は法的な強制力はなく自主的なルールであり、
みなさんの意見を取り入れながら適宜見直しを行っていきますの
で今後ともご意見等よろしくお願いいたします。

今後の予定について

十日町地区景観・まちづくり協議会では、住む人が誇りを持ち安心して
暮らせ、訪れる人が楽しんでまち歩きできるまちづくりを進め、十日町地
区の「保全・活用・再生」のために地区の自主的なルール作りに取り組ん
できました。来年度の総会で承認を得る前に地区のみなさんにガイドライ
ン（案）を説明し意見交換を行いました。

住民説明会の様子

隣組回覧

景観に配慮した事例紹介

景観色に配慮したポール
（下十日町地内）

外観や塀を景観に配慮した新規アパート
（中十日町地内）

ガイドライン運用に先駆け、区域内の施設等で景観に配慮した
デザイン（色や形状等）を取り入れた事例がありますのでご紹介
します。

（質問）十日町通りの都市計画道路拡幅の話はなくなったのか。
（回答）現在、庁内で都市計画道路見直しについて検討しているが、

単に人口や交通量の減少のため廃止するのでなく、歩行空間
や周りの土地利用の課題もあり総合的に判断していく必要が
あるため時間を要する見込みです。

（質問）都市計画道路の計画線が残ったままで建物を建築する際問
題ないのか。

（回答）建物を建てる際、都市計画法第５３条の許可を取れば建築
は可能です。

住民説明会でのご意見について


